
議案第 号 

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す 条例の制定

について 

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す 条例を別紙のとお

制定す 。 

 

 

成 ８ 月 日提出 

 

日野町長  景  山  享  弘 
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行政不服審査法 施行 伴う関係条例 整備 関す 条例 制定 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨  

行政不服審査法 改正 伴い必要 改正を行う  

 

2 改正内容 

1 日 町情報公開条例及び個人情報保護条例 一部改正 

・日 町情報公開条例及び日 町個人情報保護条例 識者 審査会 諮問す 手

続等 定 行政不服審査会へ 諮問 不要 あ た 法 適用除

外 す  

・行政不服審査法 審査 処分を行 た行政庁 審理員 弁明書を提出す こ

さ い 本条例 い 同様 手続 を定  

2 日 町固定資産評価審査委員会条例 一部改正 

・審査申出 際 記載す 事項 審査申出人 居所及び処分 内容を加え 第4条第

2項  

・弁明書を審査申出人 例外 く送付す こ した 第6条第2項  

・ 論書 提出 あ た場合 町長 こ を送付す 第6条第5項  

・行政不服審査法 い 審査 決定をした際 記載事項 明文 規定さ た 同様

こ を追加す 第11条  

3 日 町手数料徴 条例 一部改正 

改正 行政不服審査法 審理員 対し提出さ た資料を審査請求人等 交付を求

こ こ さ た そ 交付手数料 い 実費を徴 す 定 た  

4 日 町営土地改良事業 経費 賦課徴 関す 条例 一部改正 

第 3 者機関へ 諮問 義務付け 標準処理期間を一 定 こ い

こ を定 た項目を削除す  

5 そ 他文言 修正及び整理を行う 

 

3 附則 

成 28 4 1 日 施行 
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行政不服審査法 施行 伴う関係条例 整備 関 条例 

 

日野町情報公開条例 一部改  

第1条 日野町情報公開条例。 成13 日野町条例第1号)を次 改   

改  改 前 

 

。審理員 審理手続 関 規定 適用除外等) 

第17条 2 公開決定等又 公開請求 係 不作為 係 審査請求

い 行政不服審査法。 成26 法 第68号)第9条第1項本文

規定 適用 い 

 

 

。審査会 諮問) 

 

。審査会 諮問) 

第18条 公開決定等又 公開請求 係 不作為 い 行政不服審

査法 審査請求 あ 当該審査請求 対 決定を

実施機関 次 掲 場合を除 鳥 県西部町村情報公

開・個人情報保護審査会 諮問 い  

第18条 公開決定等 い 行政不服審査法。昭和37 法 第160号)

不服申立 あ 当該不服申立 対 決定を

実施機関 次 掲 場合を除 鳥 県西部町村情報公

開・個人情報保護審査会 諮問 い  

。1) 審査請求 不適法 あ 却下  。1) 不服申立 不適法 あ 却下  

。2) 決定 審査請求 全部を認容 当該審査請求 係 町政

関 情報 全部を公開 場合。当該行政情報

公開 い 対意見書 提出さ い 場合を除く ) 

 

 

2 前項 規定 諮問 行政不服審査法第9条第3項 い 読

替え 適用 法第29条第2項 弁明書 写 を添え

い  

 

。2) 公開決定等。公開請求 係 公文書 全部を公開 旨 決

定を除く 下 号及び次条 い )を 消 又

変更 当該不服申立 係 公文書 全部を公開

当該公開決定等 い 対意見書 提出さ い

を除く  

3 第1項 規定 諮問を 実施機関 次 掲 者 対

諮問を 旨を書面 通知 い  

2 前項 規定 諮問を 実施機関 次 掲 者 対

諮問を 旨を書面 通知 い  

。1) 審査請求人及び参加人。行政不服審査法第13 条第4項 規定

参加人をいう 下 ) 

。1) 不服申立人及び参加人 
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。2) 公開請求者。そ 者 審査請求人又 参加人 あ 場合を除

く ) 

。2) 公開請求者。そ 者 不服申立人又 参加人 あ 場合を除

く ) 

。3) 当該審査請求人 係 行政情報 公開 い 対意見書を

提出 者。そ 者 審査請求人又 参加人 あ 場合を除く ) 

 

。3) 当該不服申立 係 公開決定等 い 対意見書を提出

者。そ 者 不服申立人又 参加人 あ 場合を除く ) 

。第三者 審査請求を棄却 場合等 手続) 。第三者 不服申立 を棄却 場合等 手続) 

第19条 第14条第3項及び第4項 規定 次 各号 い 該当

裁決を 場合 い 準用  

第19条 第14条第3項及び第4項 規定 次 各号 い 該当

決定を 場合 い 準用  

。1) 公開決定 対 第三者 審査請求を却下 又 棄却

決定 

。1) 公開決定 対 第三者 不服申立 を却下 又 棄

却 決定 

。2) 審査請求 係 公開決定等。公開請求 係 行政情報 全部

を公開 旨 決定を除く )を変更 当該審査請求 係 行

政情報を公開 旨 裁決又 決定。第三者 あ 参加人 当該

行政情報 公開 対 意思を表示 い 場合 限 ) 

 

。2) 不服申立 係 公開決定等を変更 当該公開決定等 係

公文書を公開 旨 決定。第三者 あ 参加人 当該公文書

公開 対 意思を表示 い 場合 限 ) 

 

日野町個人情報保護条例 一部を改 条例  

第2条 日野町個人情報保護条例。 成13 日野町条例第2号)を次 改   

改  改 前 

 

。審理員 審理手続 関 規定 適用除外) 

第29条 2 開示決定等 訂 等 決定又 開示請求 訂 請求若

く 利用停 請求 係 不作為 係 審査請求 い 行政不

服審査法。 成26 法 第68号)第9条第1項本文 規定 適用

い  

 

 

。審査会 諮問) 。審査会 諮問) 

第30条 開示決定等若 く 第26条第１項 決定又 開示請求若 く

訂 等請求 係 不作為 い 行政不服審査法 審査請求 あ

当該審査請求 対 裁決を 実施機関 審査請

第30条 開示決定等又 第26条第1項 決定 い 行政不服審査法

。昭和37 法 第160号) 不服申立 あ 当該不

服申立 対 決定を 実施機関 当該不服申立 不適
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求 不適法 あ 却下 場合を除 審査会 諮問

い  

法 あ 却下 場合を除 審査会 諮問 い  

2 前項 規定 諮問 行政不服審査法第9条第3項 い 読 替

え 適用 法第29条第2項 弁明書 写 を添え

い  

 

3 第1項 規定 諮問を 実施機関 次 掲 者 対

諮問を 旨を書面 通知 い  

2 前項 規定 諮問を 実施機関 次 掲 者 対

諮問を 旨を書面 通知 い  

。1)及び。2) 略 。1)及び。2) 略 

。3) 当該審査請求 係 開示決定等 い 対意見書を提出

者。そ 者 不服申立人及び参加人 あ 場合を除く ) 

 

。3) 当該不服申立 係 開示決定等 い 対意見書を提出

者。そ 者 不服申立人及び参加人 あ 場合を除く ) 

。第三者 審査請求を棄却 場合等 手続) 。第三者 不服申立 を棄却 場合等 手続) 

第31条 第20条第3項及び第4項 規定 次 各号 い 該当

決定を 場合 い 準用  

第31条 第20条第3項及び第4項 規定 次 各号 い 該当

決定を 場合 い 準用  

。1) 開示決定 対 第三者 審査請求を却下 又 棄却

決定 

。1) 開示決定 対 第三者 不服申立 を却下 又 棄

却 決定 

。2) 審査請求 係 開示決定等を変更 当該開示決定等 係

自己情報を開示 旨 決定。第三者 あ 参加人 当該自己情

報 開示 対 意思を表示 い 場合 限 ) 

。2) 不服申立 係 開示決定等を変更 当該開示決定等 係

自己情報を開示 旨 決定。第三者 あ 参加人 当該自己

情報 開示 対 意思を表示 い 場合 限 ) 

 

日野町固定資産評価審査委員会条例 一部改  

第3条 日野町固定資産評価審査委員会条例。昭和45 日野町条例第25号)を次 改  

改  改 前 

 

。審査 申出) 

 

。審査 申出) 

第4条 略 第4条 略 

2 審査申出書 次 各号 掲 事項を記載

い  

2 審査申出書 次 各号 掲 事項を記載

い  
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。1) 審査申出人 氏 又 称及び住所又 居所 。1) 審査申出人 氏 又 称及び住所 

。2) 審査 申出 係 処分 内容  

。3) 略 。2) 略 

。4) 略 。3) 略 

。5) 略 。4) 略 

3 審査申出人 法人そ 他 社団若 く 財団 あ 総

を互選 又 理人 審査 申出を 審

査申出書 前項各号 掲 事項 ほ そ 表者若 く

管理人 総 又 理人 氏 及び住所又 居所を記載 行政不

服審査法施行 。 成27 政 第391号)第3条第1項 規定 書面

を添付 い  

3 審査申出人 法人そ 他 社団若 く 財団 あ 総

を互選 又 理人 審査 申出を 審

査申出書 前項各号 掲 事項 ほ そ 表者若 く

管理人 総 又 理人 氏 及び住所を記載 行政不服審査法

。昭和37 法 第160号)第13条第1項 規定 書面を添付

い  

4及び5 略 4及び5 略 

6 審査申出人 表若 く 管理人 総 又 理人 そ 資格

を失 書面 そ 旨を委員会 届 出

い  

 

 

。書面審理) 。書面審理) 

第6条 略 第6条 略 

2 委員会 弁明書 提出 あ 場合 い 審査申出人

対 そ 副本及び必要 認 資料 概要を記載 文書を送付

い  

2 委員会 弁明書 提出 あ 場合 い 審査申出人

対 そ 副本及び必要 認 資料 概要を記載 文書を送付

い 審査 申出 全部を容認

限 い  

3 略 3 略 

4 委員会 審査申出人 論書 提出 あ を

町長 送付 く い  

 

 

。決定書 作成) 。決定書 作成) 

第11条 委員会 審査 決定を 場合 い 次 掲 事

項を記載 委員会 記 押印 決定書を作成

第11条 委員会 審査 決定を 場合 い 決定書を作成

い  
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い  

。1) 主文  

。2) 事案 概要  

。3) 審査申出人及び町長 主張 要旨  

。4) 理由  

2 略 2 略 
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日野町手数料徴 条例 一部改  

第4条 日野町手数料徴 条例。 成12 日野町条例第2号) 一部を次 改  

改  改 前 

 

。趣旨) 

 

。趣旨) 

第1条 地方自治法。昭和22 法 第67号)第227条 規定及び他 法

規定 基 特定 者 事務 い 徴 手

数料 他 条例 定 あ ほ 条例 定

 

別表 第2条関係  

第1条 地方自治法。昭和22 法 第67号)第227条 規定 基 特

定 者 事務 い 徴 手数料 他 条例 定

あ ほ 条例 定  

 

別表 第2条関係  

  

 

日野町営土地改良事業 経費 賦課徴 関 条例 一部改  

第5条 日野町営土地改良事業 経費 賦課徴 関 条例。昭和47 日野町条例第11号)を次 改   

改  改 前 

 

。賦課 対 審査請求) 

 

。賦課 対 異議 申立 ) 

第4条 第2条 規定 賦課金又 夫役現品 賦課を 者 第4条 第2条 規定 賦課金又 夫役現品 賦課を 者

種類 単位 備考 

略 

公簿等 閲覧(住民基本台帳

閲覧を除く )手数料 

略 

行政不服審査法 成 26 法

第 68 号 第 38 条第 1 項

規定 基 書面若 く 書

類 写 又 電磁的記録 記

録さ 事項を記載 書面

交付 

実費 相当 額を手数料

徴  

 

略 

種類 単位 備考 

略 

公簿等 閲覧(住民基本台帳

閲覧を除く )手数料 

略 

略 

-8- 



そ 賦課 算定 異議 あ そ 賦課を 日 3月

内 町長 対 審査請求を  

そ 賦課 算定 異議 あ そ 賦課を 日 15日

内 町長 対 異議を申 立  

 2 町長 前項 規定 異議 申立 を 項

規定 期間満了 30日 内 を決定 い  

 

日野町営林道開設事業分担金条例 一部改  

第6条 日野町営林道開設事業分担金条例。昭和52 日野町条例第9号)を次 改  

改  改 前 

  

第4条 前条 規定 分担金 賦課を 者 そ 賦課

算定 不服 あ そ 賦課を 日 3月 内 町長

対 審査請求を  

第4条 前条 規定 分担金 賦課を 者 そ 賦課

算定 異議 あ そ 賦課を 日 30日 内 町長

対 異議を申 立  

2 略 2 略 

 

附 則 

条例 成28 4月1日 施行  
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